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２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のディスクロージャー・ポリシー及び会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

１．ディスクロージャーポリシー

●情報開示の基本方針について

適時開示につきましては、東京証券取引所（スタンダード）の定める適時開示規則に則って正確、公平、迅速な情報開示を行います。また、それ以
外の情報に関しましても、顧客、株主、投資家、取引先、社員をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様が適切な判断ができるよう積極的に
情報開示に努めます。

●沈黙期間について

当社は、投資家の方々への公平性を確保するため、各四半期の期末日の翌日から各決算発表日までを沈黙期間としています。この期間中にお
きましては、決算・業績見通しに関するコメントや質問への回答は控えさせていただきます。ただし、沈黙期間中に既に発表した業績予想が大きく
外れる見込みが出錈婧�湧�汸つぁ決時開沈�開示を行います。ま

�報閊しぼ以敇��しぼ以




